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資料１ 健康増進法（抄）

 １ 健康増進法（抄）

(平成十四年八月二日 法律第百三号) 

最終改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第 69 号

第一章 総則

(目的) 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増

進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な

事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もっ

て国民保健の向上を図ることを目的とする。

(国民の責務) 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状

態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、

健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材

の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援

助を与えることに努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務) 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下

「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力) 

第五条 国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の

関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努め

なければならない。

(定義) 

第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康

保険組合又は健康保険組合連合会

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会

三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民

健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公

務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会

五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う地方

公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本

私立学校振興・共済事業団
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七 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者 

八 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村 

九 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者 

十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う

全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共

済事業団又は後期高齢者医療広域連合 

十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村 

十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 

十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 

(平一七法七七・平一八法八三・平一九法三〇・平二〇法七三・一部改正) 

 

第二章 基本方針等 

(基本方針) 

第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」

という。)を定めるものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的

な事項 

四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な

事項 

五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項  

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及

に関する事項 

七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものと

する。 

(都道府県健康増進計画等) 

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策につ

いての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進

に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 

３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事

業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助す

資料１ 健康増進法（抄）



79 
 

ることができる。 

(平一八法八三・平二三法一〇五・一部改正) 

(健康診査の実施等に関する指針) 

第九条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康

診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をい

う。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (以下

「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。 

２ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務

大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表する

ものとする。 

 

第三章 国民健康・栄養調査等 

(国民健康・栄養調査の実施) 

第十条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体

の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 

２ 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所 (以下「研究所」という。)に、国民健康・栄

養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることがで

きる。 

３ 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。 )は、その管

轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。 

(調査世帯) 

第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働

大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。  

２ 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければ

ならない。 

(国民健康・栄養調査員) 

第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・

栄養調査員を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定め

る。 

(国の負担) 

第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 

(調査票の使用制限) 

第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の

目的のために使用してはならない。 
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(省令への委任) 

第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国

民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  

(生活習慣病の発生の状況の把握) 

第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国

民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病 (以下単に「生活習慣病」という。 )

との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。  

 

第四章 保健指導等 

(市町村による生活習慣相談等の実施) 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護

師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改

善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、

並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。  

２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又

は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。  

(平一八法八三・一部改正) 

(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施) 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。  

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び

技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な

指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を

行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市

町村に対する必要な援助を行うものとする。 

(平一八法八三・一部改正) 

(栄養指導員) 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務については、

栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所

を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。  

(市町村による健康増進事業の実施) 

第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生

労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 

(平一八法八三・追加) 
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(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施) 

第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調

整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当

該市町村に対する必要な援助を行うものとする。  

(平一八法八三・追加) 

(報告の徴収) 

第十九条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七

条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることが

できる。 

(平一八法八三・追加) 

 

第五章 特定給食施設等 

第一節 特定給食施設における栄養管理 

(特定給食施設の届出) 

第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必

要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日

から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければ

ならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更

の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又

は廃止したときも、同様とする。 

(特定給食施設における栄養管理) 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところに

より都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならな

い。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、

当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。  

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切

な栄養管理を行わなければならない。 

(指導及び助言) 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養

管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助

言をすることができる。 

(勧告及び命令) 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条

第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない

特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適
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切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をと

るべきことを命ずることができる。 

(立入検査等) 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するた

め必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告を

させ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

第二節 受動喫煙の防止 

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲

食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内

又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要

な措置を講ずるように努めなければならない。 

 

第六章 特別用途表示、栄養表示基準等 

(平一五法五六・改称) 

(特別用途表示の許可) 

第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特

別の用途に適する旨の表示 (以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許

可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製

造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載

した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならな

い。 

３ 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、

第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。 

４ 第一項の許可を申請する者は、実費 (許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手

数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数

料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受

けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かな

ければならない。 

６ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)
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につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。  

７ 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、

厚生労働大臣に協議しなければならない。 

(平一五法五六・平二一法四九・一部改正) 

(登録試験機関の登録) 

第二十六条の二 登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘

案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。  

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(欠格条項) 

第二十六条の三 次の各号のいずれかに該当する法人は、第二十六条第三項の登録を受けることができ

ない。 

一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの  

二 第二十六条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人  

三 第二十六条の十三の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務

を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっ

ている法人 

(平一五法五六・追加) 

(登録の基準) 

第二十六条の四 内閣総理大臣は、第二十六条の二の規定により登録を申請した者(以下この項において

「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければな

らない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。  

一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に

適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。  

二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。  

イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。  

ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。  

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任

の部門を置くこと。 

三 登録申請者が、第二十六条第一項若しくは第二十九条第一項の規定により許可若しくは承認を受

けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和二十二年法

律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者(以下この号及び第二十六条の十第二項において

「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでない

こと。 

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人(会社法(平成

十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 

ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっ
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ては、業務を執行する社員)に占める特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別

用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特

別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。 

２ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地  

(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正) 

(登録の更新) 

第二十六条の五 登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新

を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(試験の義務) 

第二十六条の六 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を

除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。  

(平一五法五六・追加) 

(事業所の変更の届出) 

第二十六条の七 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更し

ようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。  

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(試験業務規程) 

第二十六条の八 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程 (以下「試験業務規程」という。)を定

め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

２ 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定め

ておかなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当とな

ったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができ

る。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(業務の休廃止) 

第二十六条の九 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一

部を休止し、又は廃止してはならない。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 
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(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 

第二十六条の十 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照

表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気

的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合に

おける当該電磁的記録を含む。次項及び第四十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間

事業所に備えて置かなければならない。 

２ 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる

請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用 

を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内

閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供する

ことの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正) 

(秘密保持義務等) 

第二十六条の十一 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  

(平一五法五六・追加) 

(適合命令) 

第二十六条の十二 内閣総理大臣は、登録試験機関が第二十六条の四第一項各号のいずれかに適合しな

くなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(登録の取消し等) 

第二十六条の十三 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  

一 第二十六条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。  

二 第二十六条の六、第二十六条の七、第二十六条の九、第二十六条の十第一項又は次条の規定に違

反したとき。 

三 正当な理由がないのに第二十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。  

四 第二十六条の八第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。  

五 第二十六条の八第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。  
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六 不正の手段により第二十六条第三項の登録(第二十六条の五第一項の登録の更新を含む。)を受け

たとき。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(帳簿の記載) 

第二十六条の十四 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する

業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。  

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 

第二十六条の十五 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような

表示その他の行為をしてはならない。 

２ 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させな

いようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(報告の徴収) 

第二十六条の十六 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、そ

の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。  

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(立入検査) 

第二十六条の十七 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機

関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができ

る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(公示) 

第二十六条の十八 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  

一 第二十六条第三項の登録をしたとき。 

二 第二十六条の五第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。  

三 第二十六条の七の規定による届出があったとき。 

四 第二十六条の九の規定による許可をしたとき。 

五 第二十六条の十三の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命

じたとき。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(特別用途食品の検査及び収去) 

第二十七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品

の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、
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又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。  

２ 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示

しなければならない。 

３ 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行う

ものとする。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

５ 内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。  

(平一五法五五・平一五法五六・平二一法四九・一部改正) 

(特別用途表示の許可の取消し) 

第二十八条 内閣総理大臣は、第二十六条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該許可を取り消すことができる。 

一 第二十六条第六項の規定に違反したとき。 

二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。 

三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可

に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。  

(平一八法八三・全改、平二一法四九・一部改正) 

(特別用途表示の承認) 

第二十九条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、

内閣総理大臣の承認を受けることができる。 

２ 第二十六条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第二十七条の規定は同項

の承認に係る食品について準用する。この場合において、第二十六条第二項中「その営業所の所在地

の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第二十七条第一項中「製

造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次

条第二項において準用する第二十六条第六項」と読み替えるものとする。  

(平一八法八三・平二一法四九・一部改正) 

(特別用途表示がされた食品の輸入の許可) 

第三十条 本邦において販売に供する食品であって、第二十六条第一項の規定による許可又は前条第一

項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者

を第二十六条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第三十七条第二

号の規定を適用する。 

(食事摂取基準) 

第三十条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進する

ため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析

の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定

めるものとする。 

２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項  
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二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事  

 項 

イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとし

て厚生労働省令で定める栄養素 

ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているも

のとして厚生労働省令で定める栄養素 

３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとす

る。 

(平二一法四九・追加) 

(栄養表示基準) 

第三十一条 内閣総理大臣は、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示(栄養成分(前

条第二項第二号イ又はロの厚生労働省令で定める栄養素を含むものに限る。次項第一号において同

じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。)に関する基準(以下「栄養表示基準」という。)を定め

るものとする。 

２ 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法  

二 前条第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報を

国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令で定めるものにつき、その補給ができ

る旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品(本邦において販売

に供する食品であって、栄養表示がされたもの(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。)

をいう。次号及び次条において同じ。)で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項 

三 前条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報

を国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令で定めるもの又は熱量につき、その

適切な摂取 ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品

で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項 

３ 内閣総理大臣は、栄養表示基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は前項第二号若しくは

第三号の内閣府令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、栄養表示基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示しなければな

らない。 

(平二一法四九・一部改正) 

(栄養表示基準の遵守義務) 

第三十一条の二 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養表示をしようとする者及び栄

養表示食品を輸入する者は、栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売

に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする

場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 

(平二一法四九・追加) 
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(勧告等) 

第三十二条 内閣総理大臣は、栄養表示基準に従った表示をしない者があるときは、その者に対し、栄

養表示基準に従い必要な表示をすべき旨の勧告をすることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

３ 第二十七条の規定は、販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(特別用途食品及び第二十九

条第一項の承認を受けた食品を除く。)について準用する。 

(平二一法四九・一部改正) 

(誇大表示の禁止) 

第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の

保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。 )

について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働

大臣に協議しなければならない。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(勧告等) 

第三十二条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国

民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認める

ときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。  

２ 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

３ 第二十七条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がさ

れたもの(特別用途食品、第二十九条第一項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であって栄養表

示がされたものを除く。)について準用する。 

(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正) 

(再審査請求) 

第三十三条 第二十七条第一項(第二十九条第二項、第三十二条第三項及び前条第三項において準用する

場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決

に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。  

(平一五法五六・平二一法四九・一部改正) 

 

第七章 雑則 

(事務の区分) 

第三十四条 第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二

項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市

又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第

九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。  
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(権限の委任) 

第三十五条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚

生局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚

生支局長に委任することができる。 

３ 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 

４ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生

局長又は地方厚生支局長に委任することができる。 

５ 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結

果について消費者庁長官に報告するものとする。 

(平二一法四九・一部改正) 

 

第八章 罰則 

第三十六条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄

養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がな

く漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏

らしたときも、同項と同様とする。 

３ 第二十六条の十一第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以

下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

４ 第二十六条の十三の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験

機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

(平一五法五六・一部改正) 

第三十六条の二 第三十二条の三第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

(平一五法五六・追加) 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  

一 第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定に基づく命令に違反した者  

二 第二十六条第一項の規定に違反した者 

三 第二十六条の十五第二項の規定による命令に違反した者  

(平一五法五六・一部改正) 

第三十七条の二 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代

理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十六条の九の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。  

二 第二十六条の十四の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった

とき。 

三 第二十六条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  
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四 第二十六条の十七第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。  

(平一五法五六・追加) 

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をした者 

二 第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規

定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第三十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の刑を科する。 

(平一五法五六・一部改正) 

第四十条 第二十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべ

き事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定によ

る請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。 

(平一五法五六・追加) 

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。 

(平成一四年政令第三六〇号で、本文に係る部分は、平成一五年五月一日から施行) 

(平成一六年政令第一九七号で、ただし書に係る部分は、平成一六年八月一日から施行) 

(栄養改善法の廃止) 

第二条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)は、廃止する。 

(経過措置) 

第三条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日 (以下「施行日」

という。)から三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を

行うことができる。 

第四条 施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の

処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によ

ってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。 

(罰則に関する経過措置) 

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

(政令への委任) 

第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。  

(検討) 
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第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

―――――――――― 

○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄 

(罰則に関する経過措置) 

第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合

における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

(政令への委任) 

第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要

な経過措置は、政令で定める。 

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 

この法律は、会社法の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成一八年五月一日) 

―――――――――― 

別表(第二十六条の四関係) 

(平一五法五六・追加) 

一 遠心分離機 

二 純水製造装置 

三 超低温槽 

四 ホモジナイザー 

五 ガスクロマトグラフ 

六 原子吸光分光光度計 

七 高速液体クロマトグラフ 

八 乾熱滅菌器 

九 光学顕微鏡 

十 高圧滅菌器 

十一 ふ卵器 

 

次の各号のいずれかに該当すること。 

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十

六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧

大学令 (大正七年勅令第三百八十八号 )に

基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六

年勅令第六十一号)に基づく専門学校にお

いて医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、

水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程

又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後、一年以上理化学的検査の業務に従

事した経験を有する者であること。 

二 学校教育法に基づく短期大学又は高

等専門学校において工業化学の課程又は

これに相当する課程を修めて卒業した後、

三年以上理化学的検査の業務に従事した

経験を有する者であること。 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識

経験を有する者であること。 

四 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専

中欄の第一号から第

三号までのいずれか

に該当する者三名及

び同欄の第四号から

第六号までのいずれ

かに該当する者三名 
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門学校令に基づく専門学校において医学、

歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農

芸化学若しくは生物学の課程又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した後、一年

以上細菌学的検査の業務に従事した経験

を有する者であること。 

五 学校教育法に基づく短期大学又は高

等専門学校において生物学の課程又はこ

れに相当する課程を修めて卒業した後、三

年以上細菌学的検査の業務に従事した経

験を有する者であること。 

六 前二号に掲げる者と同等以上の知識

経験を有する者であること。 
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資料２ 食育基本法（抄）

 ２ 食育基本法（抄）

(平成十七年六月十七日 法律第六十三号) 

最終改正：平成 21 年 6 月 5 日法律第 49 号

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会

に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわ

たって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要

である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの

と位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育

はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成

に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎とな

るものである。

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大

切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増

加、過度の痩そう身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問

題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾はん濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」

の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵

まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の

「食」が失われる危機にある。

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実

現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者

との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料

の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動へ

の感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付け

ることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、

地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題で

ある。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢

献することにつながることも期待される。

 ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食

育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的) 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健

全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていること



95 
 

にかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、

食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 

(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成) 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、

国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。  

(食に関する感謝の念と理解) 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関

わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなけれ

ばならない。 

(食育推進運動の展開) 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、

地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図

りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。  

(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割) 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを

認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性

を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなけれ

ばならない。 

(食に関する体験活動と食育推進活動の実践) 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用し

て、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進

のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければなら

ない。 

(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献) 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれ

た食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深

めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食

料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。 

(食品の安全性の確保等における食育の役割) 

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることに

かんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、

食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を

図りつつ積極的に行われなければならない。 

(国の責務) 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念 (以下「基本理念」という。)にのっ

資料２ 食育基本法（抄）
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とり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。  

(地方公共団体の責務) 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方

公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

(教育関係者等及び農林漁業者等の責務) 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健 (以下「教育等」という。)に関する

職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、

食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる

機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の

推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験

活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理

念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々

の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して

食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。 

(食品関連事業者等の責務) 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食

品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育

の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育

の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

(国民の責務) 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるも

のとする。 

(法制上の措置等) 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

(年次報告) 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提 しなけれ

ばならない。 

 

第二章 食育推進基本計画等 

(食育推進基本計画) 

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進

基本計画を作成するものとする。 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

資料２ 食育基本法（抄）
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二 食育の推進の目標に関する事項 

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項  

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理

大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

(都道府県食育推進計画) 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に

関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければな

らない。 

２ 都道府県(都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議 )は、

都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならな

い。 

(市町村食育推進計画) 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本

計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策

についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。 

２ 市町村(市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議 )は、市町村食

育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。  

 

第三章 基本的施策 

(家庭における食育の推進) 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解深め、健

全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学

びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の

普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段

階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

(学校、保育所等における食育の推進) 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的

に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保

育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置

及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に

関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環と

して行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子

どもの食に関する理解の促進、過度の痩そう身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識

資料２ 食育基本法（抄）
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の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

(地域における食生活の改善のための取組の推進) 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改

善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及

啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、

保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育

等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必

要な施策を講ずるものとする。 

(食育推進運動の展開) 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の

事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自

発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りなが

らあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進

されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進

に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進

に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティア

との連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。  

(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等) 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者と

の信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解

と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生

産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等にお

ける利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び

再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

(食文化の継承のための活動への支援等) 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化

等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進) 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の

食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及

びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び

提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずる

ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の

食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動について

資料２ 食育基本法（抄）
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の情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。  

 

第四章 食育推進会議等 

(食育推進会議の設置及び所掌事務) 

第二十六条 内閣府に、食育推進会議を置く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関す

る施策の実施を推進すること。 

(組織) 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。  

(会長) 

第二十八条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

(委員) 

第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項

の規定により命を受けて同法第四条第一項第十八号に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第

二十七号の三に掲げる事務を掌理するもの(次号において「食育担当大臣」という。) 

二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。 

(平二一法四九・一部改正) 

(委員の任期) 

第三十条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 

(政令への委任) 

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

(都道府県食育推進会議) 

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の

作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことがで

きる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。  
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(市町村食育推進会議) 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及

びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。  

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。  

附 則 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

資料２ 食育基本法（抄）



101 

資料３ 母子保健法（抄）

 ３ 母子保健法（抄）

（昭和 40 年 8 月 18 日 法律第 141 号）

最終改正：平成 26 年 6 月 4 日法律第 51 号

第一章 総則

(目的) 

第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理

を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を

講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(母性の尊重) 

第二条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重

され、かつ、保護されなければならない。

(乳幼児の健康の保持増進) 

第三条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、

増進されなければならない。

(母性及び保護者の努力) 

第四条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持

及び増進に努めなければならない。

２ 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健

康の保持及び増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務) 

第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当た

つては、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければなら

ない。

(用語の定義) 

第六条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

２ この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

３ この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に

監護する者をいう。

５ この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

６ この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時

に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

(平一一法一五一・一部改正) 

(都道府県児童福祉審議会等の権限) 

第七条 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号 )第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会

(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)
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及び同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、

同条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福

祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。  

(昭六〇法九〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一五法一二一・一部改正) 

(都道府県の援助等) 

第八条 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相

互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指

導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。  

(平六法八四・全改) 

(実施の委託) 

第八条の二 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又

は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。  

(平六法八四・追加、平一三法一五三・一部改正) 

(連携及び調和の確保) 

第八条の三 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校

保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び

福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 

(平六法八四・追加、平二〇法七三・一部改正) 

 

第二章 母子保健の向上に関する措置 

(知識の普及) 

第九条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又

は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動

を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。  

(昭六一法一〇九・平三法七九・平六法八四・一部改正) 

(保健指導) 

第十条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は

育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を

受けることを勧奨しなければならない。 

(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・一部改正) 

(新生児の訪問指導) 

第十一条 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めると

きは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行

わせるものとする。ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限

りでない。 

２ 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続

することができる。 

資料３ 母子保健法（抄）
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(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・一部改正) 

(健康診査) 

第十二条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなけれ

ばならない。 

一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児 

二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児 

２ 前項の厚生労働省令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指

針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならな

い。 

(平六法八四・全改、平一一法一六〇・平一四法一〇三・一部改正) 

第十三条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康

診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 

(昭六一法一〇九・平六法八四・一部改正) 

(栄養の摂取に関する援助) 

第十四条 市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように

努めるものとする。 

(昭六一法一〇九・一部改正) 

(妊娠の届出) 

第十五条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区

においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするよ

うにしなければならない。 

(昭六一法一〇九・平六法八四・平一一法一六〇・一部改正) 

(母子健康手帳) 

第十六条 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。  

２ 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、そ

の都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健

指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。  

３ 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 

４ 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。  

(昭六一法一〇九・平三法七九・平一一法一六〇・平一三法一五三・平一四法一〇三・一部改正) 

(妊産婦の訪問指導等) 

第十七条 第十三条の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康

状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊

産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている

疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。  

２ 市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師

又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。  

資料３ 母子保健法（抄）
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(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・一部改正) 

(低体重児の届出) 

第十八条 体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその

乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 

(昭六一法一〇九・平六法八四・平二三法一〇五・一部改正) 

(未熟児の訪問指導) 

第十九条 市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、

医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせ

るものとする。 

２ 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。  

(昭六一法一〇九・平六法八四・平一三法一五三・平二三法一〇五・一部改正) 

(養育医療) 

第二十条 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に

必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給

することができる。 

２ 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうこと

ができる。 

３ 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 

一 診察 

二 薬剤又は治療材料の支給 

三 医学的処置、手術及びその他の治療 

四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

五 移送 

４ 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所

又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行なうものとする。 

５ 厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都

道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、第一項の規定

による養育医療を担当させる機関を指定する。 

６ 第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第二十一条の二の規

定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びそ

の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項に

おいて同じ。)が負担することができないと認められる額とする。 

７ 児童福祉法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、指定養育医療機関について、同法

第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、養育医療の給付について準用する。この場合におい 

て、同法第二十一条の三第四項及び第二十一条の四第二項中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読

み替えるものとする。 

(昭六一法一〇九・平五法八九・平六法五六・平六法八四・平一一法一六〇・平一七法一二三・

資料３ 母子保健法（抄）
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平二三法一〇五・一部改正) 

(医療施設の整備) 

第二十条の二 国及び地方公共団体は、妊産婦並びに乳児及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適

切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。  

(平六法八四・追加) 

(調査研究の推進) 

第二十条の三 国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保

持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。 

(平六法八四・追加) 

(費用の支弁) 

第二十一条 市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定によ

る措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。 

(平六法八四・全改、平一四法一〇三・平二三法一〇五・一部改正) 

(都道府県の負担) 

第二十一条の二 都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のう

ち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。  

(平二三法一〇五・全改) 

(国の負担) 

第二十一条の三 国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により市町村が支弁する費用のう

ち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。  

(平六法八四・追加、平一七法二五・平二三法一〇五・一部改正) 

(費用の徴収) 

第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を

受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴

収することができる。 

２ 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託すること

ができる。 

３ 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処

分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に

次ぐものとする。 

(平六法八四・追加、平一一法八七・平一七法一二三・平二三法一〇五・一部改正) 

 

第三章 母子保健施設 

第二十二条 市町村は、必要に応じ、母子健康センターを設置するように努めなければならない。  

２ 母子健康センターは、母子保健に関する各種の相談に応ずるとともに、母性並びに乳児及び幼児の保

健指導を行ない、又はこれらの事業にあわせて助産を行なうことを目的とする施設とする。  

 

資料３ 母子保健法（抄）
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(養育医療の給付に関する経過措置) 

第二条 この法律の施行前に、この法律の施行後の期間にわたつて、附則第五条の規定による改正前の児

童福祉法第二十一条の四第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の決定を受けた者は、この法律

の施行後の期間に係る当該給付については、第二十条第一項の規定による養育医療の給付をすべき旨の

決定を受けたものとみなす。 

２ この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の五第一項の規定によ

り指定された指定養育医療機関は、第二十条第五項の規定により指定された指定養育医療機関とみなす。 

(母子健康手帳に関する経過措置) 

第三条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条の二第一項の規定に

より交付された母子手帳は、第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳とみなす。  

(昭和六十年度の特例) 

第十七条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これ

らの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。 

(昭六〇法三七・追加) 

(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例) 

第十八条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの

各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。 

(昭六一法四六・追加) 

―――――――――― 

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 

(処分、申請等に関する経過措置) 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令

の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為

は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相

当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他

の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他

の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法

令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。  

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をし

なければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものにつ

いては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行

後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならな

いとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定

を適用する。 

(従前の例による処分等に関する経過措置) 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、

資料３ 母子保健法（抄）



108 
 

認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届

出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係

法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関が

すべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 

(政令への委任) 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改

革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置 (罰則に関する経過措置を含

む。)は、政令で定める。 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千

三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

―――――――――― 

―――――――――― 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二四法律六七)抄 

(政令への委任) 

第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

―――――――――― 

資料３ 母子保健法（抄）
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資料４ 東大和市地域福祉審議会条例

 ４ 東大和市地域福祉審議会条例

（平成 7 年 12 月 26 日 条例第 32 号）

最終改正：平成 16 年 3 月 10 日条例第 6 号

(設置) 

第1条 東大和市における地域福祉の推進を図るため、東大和市地域福祉審議会(以下「審議会」という。) 

を設置する。

(所掌事務) 

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 地域福祉計画に関すること。

(2) 地域福祉施策の充実及び推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織及び委員) 

第 3 条 審議会は、委員 20 名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3 名以内

(2) 保健医療関係機関(団体)の代表者 3 名以内

(3) 福祉等関係機関(団体)の代表者 9 名以内

(4) 公募による市民 5 名以内

(委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は、3 年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長) 

第 5 条 審議会に会長及び副会長 1 名を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議) 

第 6 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取) 

第 7 条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。

(専門部会) 

第 8 条 審議会のもとに専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くことができる。

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、その選任方法は、部会員の互選による。

(庶務) 

第 9 条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
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(委任) 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この条例は、平成 8 年 3 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 3 月 10 日条例第 6 号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例の施行の日に委嘱されている委員の任期は、改正後の第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、平

成 17 年 12 月 31 日までとする。 

 

東大和市地域福祉審議会委員 

(任期：24．7．1～27．6．30) 

選 出 区 分 氏  名 所    属 

学識経験者 添田 雅宏   日本社会事業大学 

山口 麻衣   ルーテル学院大学 

中村 多嘉   東大和市商工会 

保健医療関係機関(団体) 廣澤 浩   東大和市医師会 

今井 恒夫   東大和市歯科医師会 

水口 都季   東京都多摩立川保健所 

福祉等関係機関(団体) 大堀 満   多摩湖高齢者福祉施設経営者協議会 

関 清一   東大和市老人クラブ連合会 

高久 英夫   東大和市共同作業所連絡会 

海老原 宏美   東大和障害福祉ネットワーク 

折原 義和   私立保育園園長会 

高橋 満智子   母子会（さつき会） 

中澤 正至   東大和市社会福祉協議会 

小林 美智子   東大和市民生委員・児童委員協議会 

久保 松實   ボランティア会 

公募市民 野口 文雄  

外池 武嗣  

坂本 勝惠  

武藤 功  

大川 裕己  

会長：山口 麻衣、副会長：廣澤 浩 

〔参考〕○東大和市地域福祉審議会条例(平 7．12．26 条例第 34 号) 

資料４ 東大和市地域福祉審議会条例
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資料５ 東大和市健康づくり推進会議設置要綱

 ５ 東大和市健康づくり推進会議設置要綱

（昭和 56 年 6 月 26 日 訓令第 13 号）

最終改正：平成 24 年 8 月 14 日訓令第 32 号

(設置) 

第 1 条 市民の健康の維持・増進を図ることを目的として、東大和市健康づくり推進会議(以下「会議」

という。)を設置する。

(所掌事務) 

第 2 条 会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 保健センターに関すること。

2 会議は、個々の委員により表明された意見を市長に報告する。

(構成) 

第 3 条 会議は、別表に定める委員 14 名以内をもつて構成する。

(任期) 

第 4 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合による後任者の任期は前任者の残任期間と

する。

(座長及び副座長) 

第 5 条 会議に座長及び副座長 1 名を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 座長は、会議の進行を務める。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集) 

第 6 条 会議は、市長の求めに応じ座長が招集する。

2 会議が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(専門部会) 

第 7 条 専門の事項を検討するため、会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会員は、委員のうちから座長が指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ専門部会員が互選する。

4 専門部会は、検討の結果について座長に報告するものとする。

5 専門部会が必要と認めたときは、専門部会に専門部会員以外の者を出席させ、意見を聞くことができ

る。

(庶務) 

第 8 条 会議の庶務は、福祉部健康課が行う。

付 則

この要綱は、昭和 56 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(平成 24 年 8 月 14 日訓令第 32 号) 

この訓令は、平成 24 年 8 月 14 日から施行する。
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別表(第 3 条関係) 

選出区分 人員 備考 

東大和市議会 1 名  

東京都多摩立川保健所 1 名  

公益社団法人東大和市医師会 1 名  

一般社団法人東京都東大和市歯科医師会 1 名  

一般社団法人東大和市薬剤師会 1 名  

東京みどり農業協同組合 1 名  

東大和市商工会 1 名  

東大和市体育協会 1 名  

東大和市老人クラブ連合会 1 名  

東大和市スポーツ推進委員 1 名  

自治会 1 名  

東大和市立小中学校校長会 1 名  

東大和市社会教育委員 1 名  

東大和市立小中学校保健部会 1 名  

 

資料５ 東大和市健康づくり推進会議設置要綱
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資料６ （仮称）東大和市健康増進計画策定会議設置要綱

 ６ （仮称）東大和市健康増進計画策定会議設置要綱

（平成 26 年 5 月 1 日 市長決裁）

 （設置）

第１条 （仮称）東大和市健康増進計画（健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項に規

定する市町村健康増進計画及び食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項に規定する市

町村食育推進計画並びに母子保健計画において定めるべき事項を定める計画をいう。以下「健康増進

計画」という。）を策定するため、（仮称）東大和市健康増進計画策定会議（以下「策定会議」という。）

を設置する。

 （所掌事務）

第２条 策定会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

（１）健康増進計画の策定に関すること。

（２）その他市長が必要と認める事項

（組織及び委員）

第３条 策定会議は委員１８人をもって組織し、委員は別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。

（座長及び副座長）

第４条 策定会議に座長及び副座長１人を置き、座長は福祉部長の職にある者をもって充て、副座長は

委員のうちから座長が指名する者をもって充てる。

２ 座長は、策定会議を代表し、策定会議を総括する。

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

 （会議）

第５条 策定会議は、必要に応じて、座長が招集し、座長が議長となる。

 （意見等の聴取等）

第６条 策定会議は、必要に応じて、関係各課の長に対して委員以外の者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴取し、又は資料若しくは情報の提供を求めることができる。

（部会）

第７条 第２条各号に掲げる事項を具体的に検討するため、次に掲げる部会を置く。

（１）成人健康づくり計画策定部会

（２）次世代健康づくり計画策定部会

２ 成人健康づくり計画策定部会に属する部会員は別表第２に掲げる職にある者をもって充て、次世代

健康づくり計画策定部会に属する部会員は別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。

３ 第１項各号に掲げる部会にそれぞれ部会長及び副部会長１人を置き、部会長は課長の職にある者を

もって充て、副部会長は部会員の互選による。

４ 部会長は、部会を代表し、部会を総括する。

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

６ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「策定会議」とある

のは「部会」と、「座長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」とそれぞれ読み替
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えるものとする。 

（庶務） 

第８条 策定会議及び部会の庶務は、福祉部健康課において処理する。  

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定会議及び部会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

策定会議委員 

福祉部長 

企画財政部企画課長 

市民部保険年金課長 

市民部産業振興課長 

子ども生活部子育て支援課長 

子ども生活部保育課長 

子ども生活部青少年課長 

子ども生活部市民生活課長 

福祉部福祉推進課長 

福祉部高齢介護課長 

福祉部生活福祉課長 

福祉部障害福祉課長 

環境部環境課長 

都市建設部都市計画課長 

学校教育部学校教育課長 

学校教育部給食課長 

社会教育部社会教育課長 

社会教育部中央図書館長 

 

資料６ （仮称）東大和市健康増進計画策定会議設置要綱
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別表第２（第７条関係） 

成人健康づくり計画策定部会部会員 

市民部保険年金課長 

企画財政部企画担当主査のうち企画財政部企画課長が指名した者 

市民部保険年金課国民健康保険給付係長 

市民部保険年金課高齢者医療年金係長 

市民部産業振興課商工観光係長 

子ども生活部市民生活課市民協働係長 

福祉部福祉推進課庶務係長 

福祉部高齢介護課介護保険係長 

福祉部障害福祉課障害福祉係長 

福祉部障害福祉課相談支援係長 

福祉部健康課予防係長 

福祉部健康課保健係長 

都市建設部都市計画課都市計画係長 

社会教育部社会教育課生涯学習係長 

 

別表第３（第７条関係） 

次世代健康づくり計画策定部会部会員 

子ども生活部子育て支援課長 

企画財政部企画担当主査のうち企画財政部企画課長が指名した者 

市民部産業振興課農政係長 

子ども生活部子育て支援課手当・助成係長 

子ども生活部子育て支援課子ども家庭支援センター長 

子ども生活部保育課保育・幼稚園係長 

子ども生活部青少年課青少年育成係長 

福祉部福祉推進課指導調整係長 

福祉部健康課予防係長 

福祉部健康課保健係長 

環境部環境課緑化推進係長 

学校教育部学校教育課学務係長 

学校教育部給食課給食係長 

社会教育部中央図書館事業係長 

 

資料６ （仮称）東大和市健康増進計画策定会議設置要綱
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